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 公寓 マンションの対応 

1.  麗苑公寓 
2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

地下駐車場の外部利用は暫く停止し、車での入場は要登記。1階ロビーにてミニコンビニを運営。自主隔離中マンション内での移動は問題ない。 

2.  ORIENTINO 

ホテルフロントにて体温検査を実施。居住者にマスクを配布（希望者のみ） 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

昼食及び夕食は提供中（有料）。希望者はカスタマーサービスへ 4時間前に連絡をする。朝食は 11時～13時。夕食は 18時～20時。 

3.  国貿世紀公寓 
2月 14日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

フロントにて体温検査を推奨しています。 

4.  Kerry Center 
フロントにて簡単な経路調査と体温検査を実施。また同意があればお部屋の全消毒を提供。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

5.  中国大飯店 

帰京時にフライトナンバー等経路の報告を行い、ルームサービス時に毎日の体温測定を実施。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

隔離終了後まではハウスキーピングの提供を停止する。ホテルが食事・食材のルームサービスを提供。前日までの予約とし、営業時間は 6：30～22：00。 

6.  Fraser Suites 

疾病流行地から離れた日或いは近日流行地へ滞在した人員と接触した最終日を起点に 14日間体温を測定し、マンションに報告を要請している。 

海外からの帰京者は、フロントにてフライトナンバーなど渡航記録を記録し、体温測定を毎日行う。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

7.  Millenium 

保険当局からのガイドラインに従う。ジム・キッズルーム等は利用停止となり、デリバリー等はロビーにての受け取りのみとなる。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。現在北京へ帰京した全ての人

員へ「自宅観察同意書」へのサインを要請している。1日に二度の体温検査、フロントへの報告を要請。 

8.  京広中心 

１階フロントにて体温測定を行う。短期宿泊の場合は更に 40 階フロントにて簡単な登記を行う。春節前に北京を離れた長期宿泊のお客様に対してはフロントにて登記

及びレポートを記入。一連の手続きを終えて後入室可能。 

2 月 26 日以降北京に戻った全ての人は、14 日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。外出したと見なした場合には、派出所及び疫

病コントロール事務局へ通報をする。感染が比較的深刻である日本・韓国・イタリアから来訪の方の新規契約を暫時行わない方針。 

詳細内容については各マンション管理部の指示に従ってください。 

尚、ご家族が北京に戻られました際には、すでに隔離対象外の方も再度隔離となりますのでご注意ください。 

一部のマンションでは、建物内や敷地内での外出は制限されない場合があります。その都度ご確認ください。 

新型コロナウイルス「2019-nCoV」 

主要物件における在宅観察（隔離）の対応・通知について 



 

 公寓 マンションの対応 

9.  アジア大廈 
初回に体温測定を行う。帰京から最低３日間の体調観察、自主的な体温測定を推奨。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

10.  福景苑国際公寓 2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

11.  マリオット王府井 

帰京時に経路等の報告書を作成、また入場時に体温測定を実施。湖北省、武漢からの帰京であれば入室不可となり、同社東城区にある隔離用ホテルへの入居を推奨

する。入居中であれば、クロス感染防止の為朝食等のルームサービスやごみの代行処理等のサービスを追加。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、政府発表の新規定に従い、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

12.  麗都公寓 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

麗都公寓到着前に、到着空港名・フライトナンバー・迎車車種及びナンバー・帰京者人数等々の情報を管理者に知らせる必要がある。これらの通知を怠った場合、麗都

公寓到着後も敷地に入る事も出来ず、そのまま隔離施設に連行されることとなる。 

13.  東直門アスコット 
保険当局からのガイドラインに従う方針。ホテルの入り口にてマスク・消毒液を提供。1号棟 6階ロビーのみ開放しているため、2号棟居住の方は注意。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

14.  東湖別荘 
2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の在宅隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

デリバリーはフロントまでの配達となるため、居住者はフロントまで受けとりにくること。 

15.  亮馬河公寓 

14日間の自主隔離を推奨。マンションより毎日二度の体温検査を実施。体温検査報告を 2日間怠る場合には、入室禁止とする。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

14日間の隔離は、マンションではなくホテル棟での隔離となります。その間毎日の三食は、お部屋までお届けします。 

16.  東方広場 
保険当局からのガイドラインに従う方針。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

17.  新城国際公寓 
物業としての対策は示されていないが、保険当局のガイドラインに従う。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人に、14日間の在宅隔離を強く推奨。隔離期間終了後に門の出入り証を発行する。 

18.  光明公寓 
マンション正門にて体温検査を実施。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

19.  華熙国際公寓 

フロントにて QR コードをスキャンし中央政府作成の健康申告表を記入・提出。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

北京到着後二週間の間のハウスキーピングを停止、また疫病対策についての訪問調査が実施される可能性があり、訪問があった場合は協力をするよう要請している。 



 

 公寓 マンションの対応 

20.  酒仙公寓 

当公寓内でも 3箇所にて体温測定をする。初めて入場する場合、移動日程と経路を記録。通学・通勤バスは３月２日まで運行停止。 

2 月 26 日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14 日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。自主隔離を行う場合はデリバ

リー等の配達サポートを行う。 

21.  Oak Chateau 

境外からの帰京者には２週間の自主隔離を推奨し、フロントにて毎日二度の体温検査結果の報告を要請。訪問客にも体温検査を要請し、合格者のみ入場可とする。ま

た現状「特殊時期」に当たるとして、クリーニングサービス・お部屋の修理が暫時提供不可。 

2 月 26 日以降北京に戻った全ての人員は、フロントにて「居家観察告知書」の提出を要請、14 日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任と

する。「居家観察告知書」にてハウスキーピングによるクロス感染対策についてマンションからの対応を選択することができる。 

22.  麒麟公寓 

入り口大門にて体温検査を実施、フロントにて入京経路や日時を登記。 

2 月 26 日以降日本・韓国から北京に戻った人員は、新規定に基づき 14 日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。更に、26 日以前

に北京に戻った方は、隔離期間 14日間を満了するまで遡って引き続き自主隔離すること。 

23.  華貿中心 
南門のみ開放し、門にて体温検査、登記を行う。デリバリー等は進入不可、門での受け取りのみとなる。自主隔離中マンション敷地内での外出は問題ない。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。敷地内は自由に行動が可能なようだ。 

24.  長富宮公寓 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

到着時フロントにて体温と血液飽和度の測定を行い、入出経路等のアンケートに回答。自宅隔離中の 14日間は専用のカードキーを支給し、ホテルの営業施設、ハウス

キーピングは一時利用停止（14日が経過して異常が無ければ利用可となる）。ハウスキーピングは 14日経過後異常が無ければ「清掃承諾書」に署名した後、室内清掃

の予約を行うことができるようになる。清掃は暫時予約の順番に従って提供。 

クロス感染を防ぐためシーツ等物資の交換はドアの外で行うのみに変更。マンション内の出入り口はマンション正門のみとし、ホテルへの地下道も封鎖。来訪者の入室

は全面禁止。朝食券は利用可、前日 17時までにフロントへ予約し、ルームサービス形式で提供。 

25.  亮馬橋外交公寓 

海外や国内地方から戻った方は、外交公寓通知書上の QR コードをスキャンし、健康申告表を記入・提出。敷地正門での体温検査を実施。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。掃除サービスは停止。 

地下スーパーなどへの外出は制限しない。 

26.  三全公寓 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

自主隔離を行う場合は 1階コンビニの買い物サービスサポートをフロントにて行う。 

隔離期間の掃除は一時停止し、リネン類の交換は玄関先での引き渡しとなる。 



 

 公寓 マンションの対応 

27.  龍頭公寓 

1号楼、3号楼の正門・1階エレベーター全てが利用不可、出入りは全て 2号楼からのみとなる。デリバリー、ネットショッピング等住居人でない人物の出入りは基本的に

禁止となり、車両の入出も検査を受ける。2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。在宅隔離補助のため、マンションより

買い物代行サービスを実施中。14日の隔離が終了すればマンションより「臨時出入証」を発行し、外出可となる。 

28.  Kempinski 
マンション中央正門とホテル正門のみを出入り口とする。出入り口での体温測定を実施。また、帰国者には渡航経路等を記録報告。 

2月 14日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

29.  ST REGIS Beijing 

ホテル正門のみを出入り口とし、非常口を含む全ての門を封鎖。ホテルフロントにて出入りの際に体温検査、入居・帰京の際にフライト情報の記録を実施。帰京 15日以

内に武漢へ立ち寄ったお客様は立ち寄った旨の報告を要請。マンション管理部の営業時間が 7：00～22：00へ変更。 

施設内ジムが営業を暫時停止。１階景苑珈琲及びルームサービスの営業時間が 8：00～21：30へ変更。その他の施設内飲食店は営業を暫時停止。 

2月 26日以降北京に戻った全ての人は、新規定に従い 14日間の自主隔離を強く推奨。遵守しない場合の法的責任は自己責任とする。 

北京に到着されてから 14日間ハウスキーピングを停止。シーツやごみ等はドアの外にて服務員が回収。14日経過後異常が無ければ通常通りサービス再開とする。 

※ 簡潔にまとめましたが、今後変更がある場合には、随時アップデートいたします。皆様ご存知な情報ございましたら、情報提供いただけますと幸いです。 

※ 北京にお戻りになられます場合には、フライトナンバーや健康状態、出入国記録などの提示を求められますので、予めご了承ください。 

 

※ 隔離観察措置を厳格に着実に実行する。中国国外の流行状況の変化に鑑み，これまで，過去 14日以内に中華人民共和国国内に留まっていたことがなく，北京の空港を

経て入境した人々に対する 14日間の自宅観察の要求免除の政策を調整する。韓国，イタリア，イラン，日本等の流行が深刻な国家から北京の空港を経て入境した者は，

以下ア，イの措置を受ける。  

(ア) 目的地が北京市である場合，中国人であろうと外国人であろうと，隔離観察を行わなければならない。北京に固定の居留地がある場合，社区の予防・コントロールシ

ステムに組み込まれ，14日間の自宅隔離観察を行う。北京に固定の居留地がない場合，指定されたホテルにおいて 14日間の集中的な医学観察を手配する。  

(イ) トランジットで北京市以外の都市へ行く場合，現地の規定に照らして厳格に予防・コントロール業務を受ける。  

 

 

 

 

 

 

 

※ 既に北京に帰国しており、14 日間の在宅観察（隔離）の対象外である場合でも、ご家族が北京に戻られた際にはご本人も隔離対象となり 14 日間は外出できなくなりま

すのでご注意ください。 



 

 

全てのマンションにて、管轄の派出所及び疫病コントロール事務局からの通達がありました。 

「隔離」に対する考え方は区域やマンション管理部により少なからず異なるようでしたが、現在は一律政府発表の新規定に従い、管理を強化する方針となり

ました。ただ、外国籍への行動そのものを拘束する権利はないため、仮に外出をしてもそれを阻止するようなことはないとは思いますが、在宅観察（隔離）拒

否と見なされた際の法的責任については個人で負うこととなりますのでご注意ください。 

 

北京市政府公式サイト 

http://www.beijing.gov.cn/gongkai/hygq/t1619984.htm 

http://www.beijing.gov.cn/gongkai/hygq/t1619984.htm

